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　このたび、定兼

前会長の後任とし

て、全史料協の会

長を務めることに

なりました、寒川

文書館の髙木と申

します。令和元年・

２年というキリの

良い時期の任期に

なりましたことも

何かのご縁かと思

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　40年以上にわたる長い全史料協の歴史の中

で、都道府県の公文書館以外の機関が会長事

務局を務めるのは初めてのケースとなりま

す。役員の担い手不足を嘆くのではなく、資

料の保存活用を志す同じ仲間として、さまざ

まなカテゴリーの機関が等しく会務を担える

ように変えていく好機なのだと、前向きにと

らえてまいりたいと思います。

　幸い、役員や各委員会の委員に就任してく

ださった皆さまは、いずれも会務に精通した

方々ばかりですので、こうした皆さまの心強

いお力添えをいただきながら事にあたってま

いりたいと考えております。会員の皆さまに

おかれましても、大会や研究集会等への参加、

会誌や会報への投稿など、会の活動に積極的

に関わっていただくことで、ぜひ全史料協を

お支え下さいますようお願い申し上げます。

　さて、令和元年度の全国大会は11月14日・

15日の両日、長野県安曇野市で開催します。

テーマは「文書館をつくる－市町村が拓く

アーカイブズ活動－」と決まりました。長野

県は基礎的自治体の公文書館が最も充実した

地域になりつつあります。既存の松本市、長

野市、小布施町に加え、昨年度は安曇野市、

東御市、須坂市に、今年度は長和町に、アー

カイブズ施設が相次いで誕生しました。さら

にこの９月には上田市公文書館が開設されま

した。地域固有の公文書や古文書などに気軽

にアクセスできる機会を住民が持つことは、

民主主義を根付かせることにも、地域に愛着

を持つことにもつながってまいります。長野

県内の例に学び、その輪を全国に広げていく
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ことこそが全史料協の役割と考えます。この

大会を契機に、さらなる運動が展開されるこ

とを期待しております。なお、令和２年度の

全国大会は宮城県仙台市で開催する予定で

す。東北大学を会場に、災害と記録資料の問

題を考える大会となる見込みです。詳細が決

まり次第、順次お知らせしてまいります。

　ところで、このほど全史料協の表彰規程が

改正され、本年４月から施行されています。

これまでの規程では、永年にわたり会務等に

功労のあった方だけを対象としていました

が、新たな規程ではこれに加え、「奨励賞」

を設けることになりました。公文書館等の事

業運営、歴史資料の保存、研究論文の執筆な

どにおいて、奨励に値する顕著な活動が認め

られる方を表彰するというものです。これは

おもに、若手の皆さんの活動を評価し、未来

のアーカイブズを担っていく人材を育ててい

こうという考え方を念頭に置いたものです。

ただし、推薦や選考の方法など、具体的な運

用方法がまだ固まっていません。今年度末の

役員会で方向性を定め、早ければ来秋には新

制度による被表彰者第１号が誕生するよう検

討してまいります。

　思い返せば、30年あまり前、私が自治体史

編さん事業に従事し始めたころ、全史料協に

参加することによって多くの知識を得ること

ができました。全国大会や関東部会の諸会合

に出席して報告を聴かせていただいたり、会

誌や会報の論考を読ませてもらったりするこ

とで、アーカイブズの基礎を学ぶことができ

ましたし、そこで活躍する先輩方とじかに接

することで、この業界で生きていく覚悟のよ

うなものも生まれたような気がしてなりませ

ん。

　全史料協は、学術的な理念よりは、どちら

かというと実務に重きを置いた集団といえま

す。現場にいる人たちがその成功例や失敗例

を学び合うことで、お互いのスキルを高め合

い、そのスキルを職場に、あるいは利用者に

フィードバックする場であると思います。私

にとって全史料協は、いわば修業の場、ある

いは学校のようなありがたい存在でした。縁

あって会長職を務めることになりましたの

で、これまでの恩返しのつもりで微力ながら

一所懸命務めてまいりたいと思います。特に

若手の学びの場ということを意識しながら、

会員の皆さまと、そして関係諸機関の皆さま

とも手を携え、資料の保存活用の裾野が広が

るよう尽力できればと思っております。皆さ

まのご協力をお願いいたしまして、就任のご

あいさつとさせていただきます。

刊行物のバックナンバーを差し上げます

　全史料協の刊行物のうち在庫のあるものを、ご希望の会員に無償でお分けいたします。
この機会にぜひお申し込みください。なお、品切れの節はご容赦願います。
〈機関会員〉
　・会誌『記録と史料』：入会年度より前に発行された号（１・２号は在庫切れ）
　・『資料が燃えた　その時あなたは』（1999年、全史料協防災委員会編）
　・『資料保存と防災対策』（2006年、全史料協資料保存委員会編）
　・東日本大震災臨時委員会活動報告（2011～2012）年度
〈機関会員・個人会員〉
　・会報：№１以降（№18・33・83・84は在庫切れ）
　　＊入会年度にかかわらず必要な方に差し上げます。その他の刊行物はご購入ください。
［申し込み先］全史料協広報・広聴委員会事務局へFAXかメールで。
　　　　　　　ご希望の号数、機関名または氏名、担当者名、住所、電話、メールアドレ

スを必ずお書きください。　FAX  082-245-4541　e-mail：pr@jsai.jp
［送　　　料］申込者にご負担いただきます（着払いでお送りします）。
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　第23期の新体制による全史料協第１回役員

会が、令和元（2019）年５月23日、会長事務

局を務める寒川文書館が入居する寒川総合図

書館の会議室で行われました。出席者は、役

員13名に随行・事務局員３名を加えた計16名

でした。

　まず、昨年度の会員動向に関する報告と各

委員会・地域部会の活動報告がなされ、続い

て今年度の事業計画・予算案について協議が

なされました。

　質疑では、調査・研究委員会が今回、市町

村アーカイブズをテーマとしたことに関連し

て、近年の学校アーカイブズや災害アーカイ

ブズといったテーマ設定との関連性や連続性

についてどう考えるのかといった意見が出さ

れました。全史料協全体としての長期的な視

点に立ったテーマ設定を考えること、また大

会テーマについても役員会の場で議論するこ

となど、今後の課題として確認されました。

　大会については、今年度は安曇野市の豊科

公民館を会場に開催予定ですが、その次の年

度については、災害をテーマに宮城県仙台市

での開催を構想しており、東北大学災害国際

研究所と東北大学文書館との共催という形で

検討を進めていると、大会・研修委員会から

説明がありました。

　また、「全史料協の旅費支給基準では日当

が支給されないことが、派遣元団体で問題に

なっている。機関会員が役員を引き受けにく

い原因にもなっているのではないか」との意

見が出され、次回委員会までに状況を整理す

ることになりました。

　その他説明事項として、国立公文書館が主

催するアーキビスト認証準備委員会について

会長より説明がありました。

　来年度総会の開催地についても説明があ

り、東京での開催を検討しているとのことで

した。

　また、昨年度の沖縄大会で実施した会員表

彰について、今年度の大会では実施しないの

かとの質問があり、若手の表彰も含め、奨励

賞のようなものを出すべきとの意見も出され

ました。表彰制度については規程が改正され、

今年度から施行されているものの、選出方法

など手続の詳細が決まっていない状況であ

り、次回役員会で検討することとされました。

　最後に、群馬県高崎市の高崎倉庫で保管し

てもらっている全史料協関係文書の管理につ

いて意見交換がなされました。現在同倉庫で

保管している文書は未目録で中身が分からな

いため、文書の内容を把握し、選別等を行う

必要があると会長から説明がありました。広

報・広聴委員会では、前事務局から引継いだ

資料が段ボール箱で42箱（多くは会報・会誌

のバックナンバー）もあり、これら保管文書

を減量化する必要があるとの意見が出されま

した。因みに、広報・広聴委員会事務局を担

当する広島県立文書館では、かつて総務委員

会の事務局を担当した際に引き継いだ文書を

現在も書庫で保管しています。組織改編で無

くなった旧委員会の文書も含め、どこかの時

点で、全史料協全体の文書管理の見直しが必

要と言えそうです。

（広報・広聴委員会事務局　西向宏介）

第23期新体制が発足、寒川にて役員会を開催

―議事概要の紹介－

第１回役員会レポート
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◆総会の概要について

　令和元年６月５日、学習院大学創立百周年

記念会館において、令和元年度全史料協総会

が開催された。本会が、全国大会と総会を分

離して開催するのは、昨年度に引き続き２回

目となる。総会参加者は84名であった。

　井口和起副会長（京都府立京都学・歴彩館）

の「開会のことば」で総会は開幕。議長には、

平沢重人氏（安曇野市文書館）が選出され、

議事が進行された。総会の概要は、以下のと

おりである。

◆議　事

平成30（2018）年度事業報告、決算報告お

よび監査報告について

　会長事務局より、会長事務局、副会長事務

局および各委員会の事業報告と決算について

説明を行った。海外送金制度が変更されたこ

とによりICAの会費が未納であることや（副

会長事務局費）、昨年度会員表彰の規程が改

定され令和元年度より施行していること等を

報告した。なお会員表彰を運用していくため

のルール作りは、今後検討していくことを申

し添えた。監査報告は、谷監事より行われ

た。質疑等はなく、議案は原案どおり承認さ

れた。

令和元（2019）年度事業計画および予算に

ついて

　会長事務局、副会長事務局、各委員会より

それぞれの事業計画の説明を行った後、会長

事務局より予算の説明を行った。

　質疑等はなく、議案は原案どおり承認され

た。

◆報　告

第23期（令和元・２年度）役員等について

　会長事務局より、第23期役員等について報

告を行った。

会員数の現況

　会長事務局より、平成31（2019）年３月31

日現在の会員数の報告を行った。

地域別協議会活動報告

　関東部会・近畿部会の両部会長より、それ

ぞれの活動について報告がなされた。

アーキビスト認証準備委員会について

　髙木秀彰会長より、当協議会から同委員会

に定兼学参与を派遣することとなった経緯を

説明した後、定兼参与より、同委員会の第１

回会議の概要説明がなされた。

　以上４件の報告事項については、いずれも

質疑等はなかった。

　最後に、佐藤勝巳副会長の「閉会のことば」

で総会は閉幕した。

（記録：全史料協会長事務局　平尾直樹）

令和元（2019）年度　全史料協総会

於　学習院大学百周年記念会館

総会会場風景（学習院大学百周年記念会館）
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はじめに

　 細 川 章 さ ん は

1924年生まれ。佐

賀県多久市図書館

司書であったが、

1955（昭和30）年

頃から、所蔵者が

古文書を廃棄する

と こ ろ を 引 き 取

り、三十代の女性

がリヤカーを引いて収集に努めた。1996（平

成８）年の秋田大会ではフロアーから鋭い発

言をされていた。当時72歳の白髪の気品ある

老婦人の参加は後輩に大いなる刺激を与えて

くれた。全史料協の後に続く者たちに、先人

たちが静かな情熱を傾けて下さった姿が印象

深い。

１　戦後の資料保存運動

　1949年「史料館設置に関する請願」運動に

より1951年文部省史料館が設立。細川さんは、

いち早く地域の史料保存に取り組んだ。日本

では、歴史資料の保存運動から始まった。

２　全史料協設立へ

　1976（昭和51）年、歴史資料保存利用機関

連絡協議会（史料協）結成。47機関66名が参

加した。目標として歴史資料の収集・整理

の問題　各地に歴史資料保存機関を設立、

が掲げられた。1959年設立の山口県文書館か

ら60年間で90館近い設立があり、全史料協の

果たした役割は大きい。

３　マイケル・ローパー勧告と公文書館法

　　大きな転換

　マイケル・ローパーさんを1986（昭和61）

年に招聘する。ローパーはICAの代表使節と

して来日し、見学の後、「日本における文書

館発展のために」という勧告を発信。12項目

にわたる勧告は、いずれも日本のアーカイブ

ズ制度の目指すべき指針となるものであっ

た。記録のライフサイクルに基づいた公文書

管理のシステムが共通認識となる。

　翌1987年「公文書館法」が公布された。全

史料協はその前1985年７月19日付け「文書館

法制定についての要望書」を内閣総理大臣中

曽根康弘に提出し、図書館法・博物館法と同

様に文書館法の早急な制定を要請する運動を

展開。マイケル・ローパー勧告と公文書館法

によって、歴史資料の保存に加えて、記録の

ライフサイクルも主たる課題になる。また専

門職の配置が義務付けられなかった問題は、

これ以降の大きな課題となる。

４　全史料協の活動

　1990年の全史料協大会から研修会を始め、

以後今日まで継続して新人研修に取り組む。

また社会の状況に応じた折々の課題に取り組

んできた。市町村合併で文書廃棄をさせない

運動や災害時の被災史料の救出と保存のため

の活動など。構造的なテーマとしては、国際

交流ではICAなどへの参加や、専門職問題で

は「公文書館法」付則２の撤廃を求めて、

アーキビスト養成問題に取り組んできた。

全史料協とアーカイブズ制度

学習院大学名誉教授　高　埜　利　彦

総会記念講演
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おわりに

　日本のアーカイブズ制度の発展のために、

全史料協が存在意義を発揮してきたし、今後

も活発に活動することを望んでいる。全史料

協の独自性は、都道府県・市区町村の歴史資

料保存機関が機関会員として参加し、中心を

担っているところにある。各機関において専

門職員（アーキビスト）の採用を積極的に推

進していただきたい。日本アーカイブズ学会

登録アーキビストや国立公文書館が進める

「認証アーキビスト」（仮称）の制度も始ま

る見込みである。これらの有資格者を採用で

きるように、全史料協に参加する機関会員が、

専門職（アーキビスト）資格を条件にしたり、

尊重したりするような職員募集を行ってほし

い。これは全史料協にしか担えない、独自性

を持った課題であると考える。

　平成31年３月、国立公文書館に「アーキビ

スト認証準備委員会」が設置されました。平

成30年12月に確定した「アーキビストの職務

基準書」を踏まえ、アーキビスト認証制度の

創設に係る具体的な検討を行うものです。

　総会でも報告があったとおり、アーカイブ

ズの現場に最も近い団体として、全史料協か

らは、職務基準書作成にも関わってきた定兼

参与が委員として参画しています（総会記念

講演の講師高埜名誉教授も委員を務められて

います）。

　職務基準書が示す専門職としての信頼性や

専門性をどのようにして確保していくのか。

認証準備委員会では、国立公文書館内に有識

者からなる「アーキビスト認証委員会（仮

称）」を設立し、認証に係る審査を行うこと

念頭に置いて、次のような論点に沿って検討

されています。

○専門職の名称

　「認証アーキビスト」を基本に検討。

○認証対象・資格要件・審査方法

　アーキビストとしての専門性を①使命・倫

理・基本姿勢や基本的な知識・技能を理解・

把握し、②アーカイブズに係る実務経験を有

し、③修士課程修了レベルの調査研究能力を

有することとし、認証に当たっての具体的な

資格要件や審査方法を検討。

○更新制度・レベル分け

　認証後一定期間を経過した者の更新制度や、

実務経験のない者を「准アーキビスト（仮

称）」として認証することなどを検討。

　公文書管理に対する社会的関心が高まって

いる中、認証アーキビストについての社会的

理解を深めながら、全史料協会員の大半を占

める実務者はもとより、新たな担い手となる

大学院生などにとっても有意義な認証制度と

なるよう、急ピッチで検討が進められています。

　令和２年度中の認証開始をめざし、９月ま

でに３回の委員会が開催され、本年11月に開

催予定の第４回委員会を経て、制度案がとり

まとめられる予定です。

（広報・広聴委員会事務局）

記念講演の様子

アーキビスト認証準備委員会について
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　第23期（令和元・２年度）の大会・研修委

員会事務局を務めます秋田県公文書館です。

前任の尼崎市立地域研究史料館から業務を引

き継ぎ、令和元年度の安曇野大会、令和２年

度の東北大学大会に関する企画・運営にあた

ります。

　秋田県公文書館は平成５年11月に、東北地

方では初めての公文書館法に基づく公文書館

として開館しました。公文書・行政資料約10

万点、古文書等約６万２千点を収蔵し、皆様

にご利用いただいております。全史料協にお

きましては、これまでも副会長事務局などを

務めたことはありますが、大会・研修委員会

事務局を引き受けるのは初めてですので、至

らない点もあるかとは思いますが、皆様から

のご意見をいただきながら、両大会が有意義

なものとなるよう努めてまいりますので、よ

ろしくお願いします。

　今期の委員会のメンバーは次のとおりです。

委  員  長　工藤　紀江

　　　　　（秋田県公文書館／新任）

副委員長　長谷川　伸（新潟市・個人／留任）

委　　員　新井　浩文

　　　　　（埼玉県立歴史と民俗の博物館／新任）

委　　員　豊見山和美

　　　　　（沖縄県公文書館指定管理者、公益

財団法人沖縄県文化振興会／留任）

委　　員　蓮沼　素子

　　　　　（大仙市アーカイブズ／新任）

委　　員　松岡　弘之

　　　　　（尼崎市立地域研究史料館／留任）

委　　員　青木　弥保

　　　　　（安曇野市文書館／留任）

事  務  局　桜庭　文雄・煙山　英俊

　　　　　（秋田県公文書館）

　また、来年度の東北大学大会に向け、東北

大学史料館の加藤聡様、東北大学災害国際研

究所の佐藤大介様にオブザーバーとして話し

合いに参加していただいております。

　今年度はすでに第１回委員会を秋田市で、

第２回委員会を安曇野市・松本市で行い、11

月14日・15日に安曇野市豊科公民館で開

催予定の全国大会に向けて準備をすすめてお

ります。また第３回委員会を11月13日に安

曇野市で、第４回委員会を２月に東京都で開

催する予定としております。

　今年度の大会は「「文書館」をつくる～市

町村が拓くアーカイブズ活動～」を大会テー

マといたしました。前年の沖縄大会では、

アーカイブズが現在の社会において有する価

値や、保存・活用の重要性が提起されました

が、今大会では公文書の適切な管理・活用に

対する関心が高まる一方で、古文書などの地

域史料を地域で保全していくことが困難と

なっている状況を鑑み、全国的に見ても市町

村の文書館設置が進んでいる長野県内の「文

書館」設置自治体、及び準備中の自治体の声

なども直接織り交ぜながら、公文書館機能を

生かして基礎的自治体がつくっていく「文書

館」のかたちや、それぞれの市町村や地域に

合わせたアーカイブズ活動について考えてい

きたいと思います。

令和元（2019）年度の各委員会
―事業計画と抱負－

大会・研修委員会
事務局　煙山　英俊
（秋田県公文書館）
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　また、今回の大会では国立公文書館の加藤

丈夫館長にご講演をお願いしております。こ

れは開催地の安曇野市が市民とともにアーカ

イブズ活動を進めていることから、全史料協

会員および安曇野市民の皆様を対象とした公

開講演会の形式を予定しております。アーキ

ビストの職務基準書の作成、認証アーキビス

トに関する検討が進んでいることを踏まえ、

市町村の「文書館」が担うべき役割などにつ

いてお話をいただけるものと思います。

　秋田県のような地方の館に勤める者にとっ

ては、全史料協の全国大会は数少ない最新の

情報を得ることができる場です。また大会・

研修委員会といたしましても、全国からの参

加者からのご意見を活かし、より良い大会運

営ができるよう、努めていきたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

　当館は来年開館30周年を迎えます。その佳

節に、第23期（令和元・２年度）の調査・研

究委員会事務局を茨城県立歴史館から引き継

ぎました。当館は平成17・18年度に調査・研

究委員会の前身の研修・研究委員会の事務局

を、また平成21・22年度に広報・広聴委員会

の事務局を務めさせていただきました。それ

らの経験を活かしつつ、今期の事業活動に取

り組みたいと思います。よろしくお願いいた

します。

　調査・研究委員会運営要領第２条によりま

すと、当委員会は「（前略）文書館等に関す

る諸問題についての調査研究に関する業務及

び大会以外の研修会・研究会の企画運営に関

する業務を行うことを目的とする」とありま

す。まずは、今年度の公文書館機能普及セミ

ナーの開催、そして大成功に向けて、６名の

委員とともに活動を開始したところです。事

務局在地が四国・徳島であるため、中四国地

域の機関を中心に委員を構成しました。さら

に、昨期からの継続委員である宮田氏（三豊

市文書館）・林氏（個人会員）にも加わって

いただき、これまでの経験に裏打ちされた御

助言をいただける体制にしております。

　また、当委員会は自然災害によって損なわ

れた歴史資料の存在を把握し、対応する役割

も担っております。大きな地震や風水害が発

生した場合、対象地域の機関会員、また公文

書館機能をもつ機関へ、電話等による状況確

認をさせていただいております。今年度はす

でに５度おこないました（８月６日現在）。

幸いにも被災の報告はありませんでしたが、

今後も災害情報を注視して参ります。甚大な

災害が発生しないことを切に願いますが、

万一の場合には、会員の皆さまに御連絡いた

しますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。

　今期の委員構成は以下のとおりです。

委  員  長　徳野　　隆（徳島県立文書館長）

副委員長　宮田　克成

　　　　　（留任／三豊市文書館）

委　　員　加藤　聖文

　　　　　（新任／人間文化研究機構

　　　　　　国文学研究資料館）

委　　員　林　　貴史（留任／個人会員）

委　　員　嶋田　典人

　　　　　（新任／香川県立文書館）

委　　員　飯島　章仁

　　　　　（新任／岡山市立中央図書館）

委　　員　菅野　将史

　　　　　（新任／松茂町歴史民俗資料館・

人形浄瑠璃芝居資料館）

　去る５月17日に第１回調査・研究委員会を

開催いたしました。今年度のセミナーの日程

案や内容、講師の選定、災害対応のマニュア

ル化などについて、多くの貴重な御意見をい

調査・研究委員会
事務局　嵐　大二郎
（徳島県立文書館）
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ただきました。その後も各委員とはメールで

密に連絡を取り、各事業の方向性などを話し

合っております。

　第１回調査・研究委員会で話し合われた結

果を踏まえた、今後の主な活動方針について

は下記のとおりです。

①研修事業

　令和２年に山形県におきまして公文書セン

ターがリニューアルオープンされます。これ

に伴いまして、今年度の公文書館機能普及セ

ミナーは11月26日に山形県文翔館において開

催予定です。公文書館が果たすべき役割等に

ついて、専門家による講演や報告をおこない、

山形県職員を中心に、一般の方々にもアーカ

イブズについて広く理解していただけるもの

にいたします。また、令和２年度のセミナー

は中四国のいずれかの県での開催を考えてい

ます。

②調査事業

　研究テーマを「基礎自治体の公文書管理に

ついて」とします。平成の大合併等により、

基礎自治体の形が大きく変わりました。そこ

で、アンケートや現地調査により、旧役場文

書の所在の把握や取扱等がどのようにおこな

われているのか、またそれらは自治体によっ

てどのような差異があるのかについて調査し

ます。

③災害対応マニュアルの作成

　災害発生時の最低限度の活動内容や、人員

派遣時の旅費支出など、当委員会ひいては全

史料協がおこなう災害対応についてマニュア

ル化し、各自治体にも周知させる取組を２年

間かけておこないます。

　会員の皆さまの御意見をうかがいながら、

より充実した委員会になるよう努めて参りま

すので何とぞよろしくお願いいたします。

　第23期（令和元・２年度）広報・広聴委員

会の事務局を富山県公文書館から引き継いだ

広島県立文書館です。広報・広聴関係の担当

は今回が初めてになります。経験豊富な各委

員のお力添えをいただきながら、円滑な運営

に努めていきたいと思います。

　今期の委員会メンバーは次のとおりです。

委  員  長　平岡　典昭〔新任〕

　　　　　（広島県立文書館長）

副委員長　伊藤　　康〔再任〕

　　　　　（鳥取県立公文書館）

委　　員　宇野　淳子〔留任〕

　　　　　（立教大学共生社会研究センター）

委　　員　鎌田　和栄〔新任〕

　　　　　（河内長野市立図書館）

委　　員　坂口　貴弘〔留任〕

　　　　　（創価大学創価教育研究所）

委　　員　福嶋　紀子〔留任〕

　　　　　（松本大学基礎教育センター）

委　　員　藤吉　圭二〔留任〕

　　　　　（追手門大学）

委　　員　吉原　大志〔留任〕

　　　　　（兵庫県立博物館・歴史資料ネットワーク）

委　　員　西向　宏介〔新任〕

　　　　　（事務局）（広島県立文書館）

事  務  局　荒木　清二・宇都　綾子

　　　　　（広島県立文書館）

　広報・広聴委員会では、従来どおり会報と

会誌を編集・発行するとともに、バックナン

バーを含めた会誌の販売およびホームページ

の維持管理を行います。

①会報・会誌

　今年度の会報は、第106号（本号）と第107

広報・広聴委員会
委員長　平岡　典昭
（広島県立文書館）
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号（全国大会特集）になります。

　わが国初の文書館学の専門誌として平成２

年10月に創刊された会誌『記録と史料』は、

次号で節目の第30号を迎えます。

　『記録と史料』という誌名は、当館が開館

して１年後の平成元年10月に開催された、第

15回広島大会でのアンケートによって決定さ

れたもので、いささかの感慨を覚えるもので

あります。

　特集企画では、さまざまな角度から30年間

の活動を振り返ります。直近の重大関心事で

ある公文書管理に関する内容についても、特

集企画の中で取り上げていきたいと考えてい

ます。

　また、会誌については、前々期からスター

トした記事のPDF化の作業と、第27号から許

可されたJ-STAGEへの登載を着実に進めてい

きたいと思います。

②ホームページ

　ホームページの維持管理に関しては、各事

務局や会員の皆様、関係機関から寄せられる

情報や記事をできる限りスピーディに掲載し

ていきます。また、特に注目すべき情報につ

いては「トピックス」として掲載することと

しました。現在、定兼参与が委員として参画

している国立公文書館の「アーキビスト認証

準備委員会」を掲載しています。

　なお、現ホームページはレトロな味わいの

画面構成ではあるのですが、いかにも旧式と

の感は否めず、事務局としては（余力があれ

ば）令和モードにイメージチェンジを図りた

いと考えています。

　全史料協の取組や主張をタイムリーに、よ

り広く伝えることができるよう努めていきま

すので、積極的にご投稿いただきますととも

に、お気づきの点がありましたら、事務局ま

でご意見をお寄せください。

委員会風景

◆会誌『記録と史料』第30号原稿募集のお知らせ◆

　会誌『記録と史料』は、大勢の皆さまの原稿に支えられています。

　「研究」、「アーキビストの眼」、「世界の窓」、「書評と紹介」などの各コーナーの

原稿は、随時募集しています。投稿希望の方は、2019年10月末までに提出された原

稿について、内容を審査し、第30号への採否を決定します。広報・広聴委員会まで

ご連絡ください。

　会員の皆さまの積極的な投稿をお待ちしています。

【お問い合わせ先】

全史料協広報・広聴委員会事務局（広島県立文書館）

TEL：082-245-8444　FAX：082-245-4541　e-mail：pr@jsai.jp
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　第45回全国大会は、11月14日・15日の

２日間、長野県安曇野市において開催します。

　大会テーマは「「文書館（ぶんしょかん）」

をつくる～市町村が拓くアーカイブズ活動

～」とし、公開講演会、研修会、調査・研究

委員会報告、大会テーマ研究会を柱にプログ

ラムを構成しています。

１　大会テーマについて

　全国の基礎的自治体においては、公文書管

理法の制定を機に新たな館の設置や公文書管

理条例を制定する例も増えてきており、公文

書を健全な民主主義の根幹を支える国民共有

の知的資源として管理するために、それぞれ

に課題を克服することが求められています。

一方で、地域の史料を取り巻く環境は、過疎

化や資料保存活動の担い手の高齢化、度重な

る自然災害や、火災などの人災に直面してい

ます。今「文書館」という施設がなければ、

地域の史料は守ることが困難になるという危

機的状況にあります。この状況に目を向けた

とき、「文書館」は単に公文書の適切な管理

をするばかりではなく、民間所在史料を含め

た保存活用を考えることが、地域住民のニー

ズに応える条件となっていると思います。そ

のような中で基礎的自治体の「文書館」にお

いては、それぞれの自治体で身の丈にあった

アーカイブズ活動とは何か、ということが問

われているのではないでしょうか。

　そのような現状において、全国的に見ても

市町村立の「文書館」設置が進む長野県内の

「文書館」熱は特筆すべきものです。大会・

研修委員会ではこの機運に乗り、本年度は市

町村「文書館」＝基礎的自治体のアーカイブ

ズの役割を考えることを趣旨とする大会テー

マとしました。

２　研修会、公開講演会、研修会、

　　大会テーマ研究会について

　初日（14日）の研修視察は３コースを用意

しました。安曇野市博物館等周遊コースは、

安曇野市豊科郷土博物館・貞享義民記念館・

安曇野市文書館を回るコースです。松本～安

曇野コースは、松本市文書館と安曇野市文書

館を視察します。安曇野市文書館直行コース

は同館のみを視察するコースです。安曇野市

文書館は平成30年10月に開館しました。行政

と市民の双方が公文書や地域史料の保存活用

を考えてきたことが設置への機運につながっ

たとのことで、参考となる部分が多いのでは

ないかと思います。

　初日の午後からは、安曇野市豊科公民館が

大会会場となります。開会行事に続いて、国

立公文書館の加藤丈夫館長による公開講演会

が行われます。国立公文書館による「アーキ

ビストの職制について」が整備されたことに

鑑み、市町村の「文書館」が担うべき役割な

どについての道標となるお話をいただける

のではないかと思っております。研修会は

「アーカイブズ入門」「戦後社会運動のアー

カイブズとして－立教大学共生社会研究セン

ターの経験と課題」の２つで、その後調査・

研究委員会からの報告があります。

　２日目（15日）は２つの研修会と大会テー

マ研究会となります。研修会は「市町村の公

文書管理―アーキビストの前方進出の視点か

ら―」、「地域資料の危機管理」という２つの

プログラムです。

全国（安曇野）大会へのお誘い

大会・研修委員会
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　続いての大会テーマ研究会では、①安曇野

市文書館の設置と課題、②長野県内市町村の

「公文書館機能ミニマムモデル」を活用した

実態調査について、③市民要望としての「文

書館」設置についての３つの報告があります。

その後の総合討論では公文書館機能を生かし

て基礎的自治体がつくっていく「文書館」の

かたちや、それぞれの市町村や地域に合わせ

たアーカイブズ活動について考えていきたい

と思います。安曇野大会に多くのみなさまの

ご参加をお待ちしています。

安曇野市文書館外観

会　員　動　向

区　　分 Ｈ31.	2	.	1	現在 入　　会 退　　会 Ｒ	1	.	9	.	1	現在

機　関　会　員 139 2 5 136

個　人　会　員 292 9 9 292

合　　　　　計 431 11 14 428

◎新規会員

　機関会員　新居浜市総務部市史編さん室[愛媛県]、長野県立歴史館[長野県]

　個人会員　柳沢芙美子[福井県]、藤江文彦[東京都]、本田雄二[新潟県]、堀部正円[静岡県]、

　　　　　　　川口朋子[京都府]、定兼学[岡山県]、前澤健[長野県]、藤實久美子[東京都]、

　　　　　　　田口一博[新潟県] ＊敬称略。退会者と変更事項については省略しました。

■編　集　後　記■
○会報第106号をお届けします。今年度から新体制（第23期）となりました。髙木会長のあいさ

つや総会・役員会の報告、各委員会の事業計画・抱負、大会案内などで誌面を構成しました。

今年度の大会は、昨年文書館が開館した安曇野市を会場に、基礎的自治体アーカイブズの役

割をテーマとして開催します。皆様のご参加をお待ちしております。また、昨年度から大会

と別開催になった総会につきましても、来年度はより一層多くの皆様にご参加いただきます

よう、ぜひともよろしくお願いいたします。

○会報105号に誤植がありました。お詫びかたがた訂正します。

　54頁　左段下から13行目「私のた席の周辺で」→「私の席の周辺で」（に）
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